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にかほ市中小企業等人材確保支援事業費補助金交付要綱 

令和４年４月１日 

告示第６２号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内中小企業者等の人材不足の解消を図るとともに、本市への就職

の促進を目的とするにかほ市中小企業等人材確保支援事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）に関し、にかほ市補助金等の交付に関する規則（平成１７年にかほ市規則第４

２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 対象人材 市内に就業する新規採用社員 

(2) 中小企業者等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に

規定する中小企業者又はは同項第３号に規定する中小企業者と同規模の社会福祉法人

であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する中小企業者等（以下「対

象事業者」という。）とする。 

(1) 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所、暴力団に該当する事業所、政治団体

に該当する事業所又は宗教団体に該当する事業所でないこと。 

(2) 雇用保険の適用事業者であること。 

(3) 市税等の滞納がないこと。 

(4) 前各号に掲げる事業所のほか、市長が不適当と認める事業所でないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、対象事業

者が行う対象人材を採用するための事業とする。 

（補助対象経費及び補助金額） 

第５条 市長は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち別表に掲げる経費（以

下「補助対象経費」という。ただし、消費税を除く。）について適正と認めるときは、

当該年度の予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、国、県その他の団体の補助金等



 

2/7 

を受ける場合には、当該補助金等に相当する額を交付する補助金から控除した額とする。 

２ 前項の規定により算出された補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨

てる。 

３ 補助金の交付は、１対象事業者当たり１年度につき上限５０万円とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、にかほ市

中小企業等人材確保支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて、補助対象事業の完了から起算して３０日を経過した日又は補助対象事業の完了日

が属する年度末までのいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。ただし、

市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 申込書又は契約書等（別表に掲げる経費区分ごとの金額がわかるもの）の写し 

(2) 補助対象事業の実施状況を示す資料又は写真等 

(3) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し 

(4) 市税等の滞納がないことを証する書類 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助

金の交付の可否を決定し、にかほ市中小企業等人材確保支援事業費補助金交付（不交付）

決定通知書（様式第２号）により交付申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第８条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、にか

ほ市中小企業等人材確保支援事業費補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出する

ものとする。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。 

（補助金交付決定の変更及び取消し） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の

内容を変更し、又はその全部若しくは一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽又はその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) この告示で付した条件に違反したとき。 

(3) その他市長が不適当と認めたとき。 
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（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の内容を変更し、又はその全部若し

くは一部を取り消した場合において、当該取消し等に係る部分に関し既に交付した補助

金があるときは、にかほ市中小企業等人材確保支援事業費補助金返還命令書（様式第４

号）により交付決定者に通知し、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年４月１日告示第４６号） 

  この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

（この告示の失効に伴う経過措置） 

３ 前項によるこの告示の失効前にこの告示よる交付を受けた補助金についての第９条及

び第１０条の規定は、前項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助率及び補助金額 

求人サイト掲載料 市内を就業場所とする求人の就

職・転職情報サイトへの掲載料金 

求人サイト掲載料に２分の１を乗じ

て得た額とし、年度内５０万円を上

限とする。 

Web広告掲載料 求人情報発信を主目的とした、Web

広告掲載に要する経費 

Web広告掲載料に２分の１を乗じ

て得た額とし、年度内５０万円を上

限とする。 

求人用企業紹介動

画撮影費 

求人情報発信を主目的とした企業

紹介動画の撮影及び制作に要する

経費 

求人用企業紹介動画撮影費に２分の

１を乗じて得た額とし、年度内３０

万円を上限とする。 
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求人用企業ホーム

ページ整備費 

求人情報発信の充実化を主目的と

したホームページの新規作成又は

改修に要する経費（保守・維持費等

の経費は対象外） 

求人用企業ホームページ整備費に２

分の１を乗じて得た額とし、年度内

２０万円を上限とする。 
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